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（裏面に続く） 

 2019年税制改正について、事業法人に係る主な改正内容を記載する。今回は試験研究費の税額控除制度に
つき説明を行うものとする。 
 
（ポイント） 
○総額型の税額控除率は現行の6～10％（2年間は6～14％）と同様に 
○総額型の税額控除率の計算方法見直し 
○研究開発を行う一定のベンチャー企業について税額控除上限を40％に引上げ 
 
1.試験研究費の税額控除 

 試験研究費の税額控除制度の改正内容は以下のとおりになっている。当該改正は2021年3月31日までに開 
 始する事業年度まで適用される。 
 

（試験研究費の税が控除制度改正内容） 

項目 現 行 改正案 

試験研究費の 
総額に係る 
税額控除 
（総額型） 

税額控除の 
上限 

法人税額の25％ 

 
一定のベンチャー企業のみ法人税額の40％ 

（※１､※２） 
 

※１  設立後10年以内、かつ、翌期繰越欠損金を
有する研究開発を行う一定のベンチャー企
業が対象（大法人の子会社等は除きます） 

※２  上記以外の会社は現行のまま 
 

増減割合 控除率 

5％超 
9％＋（増減割合－5％）×0.3 

但し上限10％ 
（2年間に限り14％） 

△25％以上
5％以下 

9％－（5％－増減割合）×0.1 

△25％未満 6％ 

増減割合＝ 
（試験研究費の額－比較試験研究費の額） 

比較試験研究費の額 

増減割合 控除率 

8％超 
9.9％＋（増減割合－8％）×0.3 

但し上限10％ 
（2年間に限り14％） 

8％以下 
9.9％－（8％－増減割合）×0.175 

但し下限6％ 

増減割合＝ 
（試験研究費の額－比較試験研究費の額） 

比較試験研究費の額 
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コラム:実務家のひとこと 

（朝日税理士法人 事業法人通信チーム編集）                          

（未払賞与） 
 多くの3月決算法人では決算事前検討に余念がないと思うが、所得拡大促進税制（賃上げ・投資促進税制）適用に当たっては、未
払賞与（賞与支給は翌期も当該事業年度で費用処理＋損金）活用を検討している事業法人もあるだろう。当該所得拡大促進税制の
適用要件充足や賞与の対象事業年度における損金算入要件には慎重な検討が必要であり、留意すべき事項を記載する。損金算入
可能な賞与を分類すると3種類あり、一つ目は就業規則等の支給予定日到来賞与で規則上に従う。二つ目は従業員への通知賞与
であり、注意が必要である。これは①支給額を，各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること
②通知金額を全て使用人に対し通知日の事業年度終了日翌日から１月以内に支払うこと③当該支給額の損金経理が要件となる。
最後はそれ以外の賞与で、賞与支給日に損金算入される。これらに対し、適切な手続・処理が必要だ。 

 

 今回の改正は、現行の高水準型の上乗せが廃止となり、総額型の控除限度額に対する上乗せは現行のま
まであり、新たに総額型の税額控除率に対する上乗せが可能となる。 
 
（改正内容：補足） 

項目 現 行 改正案 

上乗せ措置 

試験研究費が平均売上金額の10％を超える場合 

 ◆高水準型の上乗せ措置（※２） 

 上乗せ額＝（試験研究費の額－平均売上金額

×10％）×控除率（※1） 

 

 

※1 控除率＝（試験研究費割合－10％）×0.2  

※2 ただし、法人税額×10％が限度 

 

 

 

 ◆高水準型の上乗せ措置に代わる措置（※3） 

上乗せ額＝法人税額×（試験研究費割合－10％）

×2 

 

  ※3 ただし、法人税額×10％が限度 

試験研究費が平均売上金額の10％を超える場合 

 ◆高水準型の上乗せ 

   廃止 

 ◆総額型の控除限度額に上乗せ（現行同様）（※4） 

上乗せ額＝法人税額×（試験研究費割合－10％）

×2 

 
 
※4 ただし、法人税額×10％が限度 
 
 
 
 
◆総額型の税額控除率への上乗せ措置 
上乗せ措置後の税額控除率（※7）＝ 
            通常の控除率＋上乗せ率 
 
上乗せ率＝通常控除率（※5）×控除割増率（※６） 
 
※5 総額型の通常の税額控除率（2年間に限り6～ 
       14％、原則6～10％）詳細は「試験研究費の総 
        額に係る税額控除」を参照 
 
※6 （試験研究費割合-10％）×0.5 
        ただし、控除割増率の上限は10％とする 
 
※7 上限は2年間に限り14％（原則10％） 
 

 

 
 

 

 

 

 


